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【写真：いきいき茨城ゆめ国体デモンストレーションスポーツソフトバレーボール大会】
　９月８日（日）、町農業者トレーニングセンターおよび旧河内中学校体育館で、ソフトバレーボー
ル大会が開催されました。
　この大会は、茨城県において、昭和 49年以来 45年ぶりに開催される国民体育大会「いきいき茨
城ゆめ国体」のデモンストレーションスポーツ（県内 23市町村で 31競技を実施）として行われた
ものです。
　大会では、町内外の 20チーム 130人が参加し、４つの種別（フリー・スポレク・シルバー・レディー
ス）に分かれ競技が行われました。各チームの選手は、見事なレシーブや打点の高いアタックを決め
るなど、日頃の練習の成果を発揮し、チームメートとさわやかな汗をながしていました。優勝した４
チームには、副賞として「かわち米」30キログラムがそれぞれ贈られました。

役 場
1 84-2111
5 84-4357

教育委員会
事 務 局

学校教育 G 1 84-3322

生涯学習 G 1 84-2843
  （公民館）

水 道 事 務 所 1 84-2361 福 祉 セ ン タ ー 1 84-3699
つ つ み 会 館 1 86-2090 保 健 セ ン タ ー 1 84-4486

地域包括支援センター 1 60-4071 防 災 か わ ち
（ 音 声 案 内 ） 1 84-2212

社 会 福 祉 協 議 会 1 84-2830 シルバー人材センター 1 84-5455

T E L ガ イ ド

休 日 診 療 当 番 医（11 月 ）

ご み 収 集 日（11 月 ）

県救急医療情報システム：24時間お医者さんを探すことができます。
おとな救急電話相談
こども救急電話相談

＃ 7119または 03-5367-2365
＃ 8000または 03-5367-2367

救急医療情報システム ホームページ：http://www.qq.pref.ibaraki.jp/
携帯サイト：http://qq.pref.ibaraki.jp/kt/

資 源 回 収 日 燃えないごみ収集日

A地区 12・26 C地区 5・19 A地区
９

C地区
23

B地区 14・28 D地区 7・21 B地区 D地区

燃 え る ご み 収 集 日 粗大ごみの予約収集日

全地区 毎週月・水・金曜日 11月中の予約→ 12月７日

※休日当番医は変更することがあります。
　診療を受ける際は、必ず電話でご確認ください。

11月 稲 敷 地 区 龍 ケ 崎 地 区

３日 ゆはらクリニック
1 029-894-2002

村井医院
1 62-3380

朝野循環器科
クリニック
1 62-0178

４日
いわき内科
クリニック
1 029-875-5100

渡利耳鼻咽喉科
医院
1 62-4133

野上小児科医院
1 65-3375　

10日 古橋医院
1 029-978-3770

うちだ医院
1 64-8821

牛尾病院
1 66-6111

17 日
坂本耳鼻咽喉科
医院
1 029-892-2627

いがらしクリニック
1 62-0936

さくらクリニック
1 65-1211　

23日 角崎クリニック
1 029-787-6030

セントラル腎
クリニック龍ケ崎
1 62-1212

野村医院
1 62-6561　

24日 江戸崎眼科
1 029-892-0262

北竜台耳鼻咽喉科
クリニック
1 95-3387

松葉クリニック
1 65-7282
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戸 籍 の 窓
おめでた　 ２人　　　　転入　22人
おくやみ　 9 人　　　　転出　21人

交通事故発生状況
町内の交通事故８月発生状況

発生件数（人身事故）
死 者 数
負傷者数

２件（７）
０人（０）
１件（６）

（累計）

竜ケ崎警察署調べ

人 口・ 世 帯
令和元年９月１日現在

人 口
男
女

世帯数

人　（－ 6）
人　（－10）
人　（ + 4）
世帯（ +10）

8，812
4，358
4，454
3，404

編集・発行　河内町役場秘書広聴課
〒 300-1392　茨城県稲敷郡河内町源清田 1183
ホームページアドレス　http://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/
モバイル版アドレス　http://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/mobile/index.html

河内町モバイルホームページ
QRコード
※QRコードは読みとれない場合もあり
ますのでご了承ください。

令和元年10月１日発行

定 例 相 談

教育相談
日 時
場 所
問合せ先

月・水・木曜日　午前９時～正午
教育委員会事務局
1 84 - 3 3 22　5  84 - 4 7 30

成田空港に関する相談
日 時
場 所
問合せ先

月～金曜日　午前10時～午後４時
河内町役場本庁舎北側
1 84 - 5 0 17　
70120 - 8 4 - 5 0 13

交通事故相談
日 時

場 所
問合せ先

月～金曜日
午前９時～正午　午後１時～４時45分
弁護士相談　第１・第３水曜日
午後１時～４時（要予約）
土浦合同庁舎 本庁舎３F
県南地方交通事故相談所
1029-823-1123

つつみ会館

第２地区共同利用施設（福祉センター隣）

心配ごと相談
日 時

日 時

11 月１日（金）午前 10時～正午

11月15日（金）午前10時～正午
場 所

場 所

河内町社会福祉協議会
1 84 - 2 8 30

※弁護士相談（要予約）
問合せ先
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歳出

教育費
3億８，696万円

（8.3%）

（教育費内訳）
事務局費　 １億4，887万円
義務教育学校費
    　　　　　　  １億1，486万円
社会教育費 　　５，876万円
学校給食費　 　4，681万円 
　　　　　　　　　　　・・・・・など

（民生費内訳）
障害者福祉費 
　　　２億4，071万円
こども園運営費 
　　　２億　688万円
社会福祉総務費 
　　　１億８，615万円
介護保険事業費 
　　　１億6，７42万円
老人福祉費 
　　　１億5，７92万円
老人医療給付費 
　　　１億5，445万円
児童措置費 
　　　　  8，992万円
医療福祉費 
　　　　 ５，４７3万円
　　　　　　　　 ・・・・・など 

（総務費内訳）
基金費 　　　　４億7，1７１万円
一般管理費 ２億7，942万円
企画費 　　　　4億1，220万円
騒音対策費 　 7，378万円

 

（衛生費内訳）
塵芥処理費　 １億２，785万円
環境衛生費 ４，486万円
保健総務費 ３，905万円
し尿処理費 ２，626万円・・・・・など

（土木費内訳）
公共下水道費　　２億２，759万円
道路新設改良費　１億1，276万円
土木総務費 ４，252万円
道路維持費 ２，920万円
公園管理費　　　２，618万円
橋りょう維持費 ２，３72万円
　　　　　　　　　　　　　・・・・・など 

民生費
１3億1，205万円

（28.2%）

総務費
１5億    29万円

(32.4%)

税務総務費 　　　　6，389万円
戸籍住民基本台帳費 ５，810万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・など 

衛生費 
２億8，305万円

（6.1%）

土木費
4億６，716万円

(10.1%)

公債費 
２億6，072万円

（5.6%）消防費 1億8,798円（4.0%）
（消防費内訳）
常備消防費　１億4，842万円
非常備消防費　 3，087万円
　　　　　　　　　　　　  ・・・・・など 

農林水産業費 　１億4，892万円(3.2%)
（農林水産費内訳）
農業総務費 　　7，８５0万円
水田農業構造改革対策費　２，６６4万円
農業委員会費 　　２，４36万円
農地中間管理事業費　   883万円
農産物産地育成事業費 
　　　　　　　　　　   557万円 
　　　　　　　　　　　　　  　  ・・・・・など

議会費
８，353万円

(1.8%)

商工費 １，５22万円(0.3%)
（商工費内訳）
商工振興費 １，４07万円
　　　　　　　　　　　  　・・・・・など

　　　　

　

町　税
9億　986万円

（18.2％）

諸収入
2億5,509万円

（5.1％）

地方交付税
16億9,497万円

（33.8%）

繰越金
4億3,278万円

（8.6％）

ゴルフ場利用税交付金 1,490万円
自動車取得税交付金 2,728万円
その他　　　　　　　　　1,106万円

5,324万円（1.1％）

 
　5億9,493万円（11.9％）

繰入金　　　　　　　　7,303万円
分担金及び負担金　　　2,853万円
使用料及び手数料　　　2,127万円
財産収入　　　　　　　　  42万円
寄附金　　　　　　 4億7,168万円

町民税           4億1,648万円
固定資産税　  4億   979万円
軽自動車税          3,452万円
たばこ税              4,907万円

　成田空港周辺対策交付金
　　　　　　  1億6,913万円
その他              8,596万円

国庫支出金
3億  501万円

（6.1%）

町債
1億4,460万円

（2.9%）

県支出金
3億6,791万円

（7.3%）

地方消費税交付金
1億5,208万円

（3.0%）

地方譲与税　9,923万円（2.0%）

歳入
自
主

財

源

依

存

財
源

諸収入

平成 30年度　決算報告
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一般会計　歳入

一般会計   歳出

　一般会計歳入決算額は、50億970万円で、前年度と比較して3,585万円（0.7％）
の増となっております。（千円以下端数処理）
　歳入のうち国庫支出金の決算額は、3億 501万円で、前年度と比較して8,220
万円（21.2％）の減、町債の決算額は、1億 4,460 万円で、前年度と比較して
1億 4,370 万円（49.8％）の減となり、これらは主にかわち学園給食室建設およ
び通学路等整備事業完了による減となっております。県支出金につきましては、
決算額が 3億 6,791 万円で、前年度と比較して1億 1,898 万円（47.8％）の増
となり、主に介護施設開設に伴う補助金が増となっております。また、歳入の
約34％が地方交付税で、決算額は16億 9,497 万円となり、前年度と比較して
5,590 万円（3.2％）の減、町税の決算額は9億 986万円で、前年度と比較して
286万円（0.3％）の減となっており、地方交付税と町税で歳入の52.0％を占め
ております。また、自主財源その他の歳入の寄附金につきましては、ふるさと
寄附が大幅に伸び決算額は4億 7,168 万円となり前年度と比較して2億 1,807
万円（86.0％）の増となりました。

　一般会計歳出決算額は、46 億 4,588 万円で、前年度と比較して1億 481万
円（2.3％）の増となっております。
　歳出のうち最も多いのが総務費で、決算額は15億 29万円となり、前年度と
比較して2億1,106万円（16.4％）の増となっております。主な増の理由としては、
ふるさと寄附のお礼の品に係る報償費や基金への積み立てとなります。
　次に多いのが民生費で、決算額は13 億 1,205 万円となり、前年度と比較し
て1億 5,017 万円（12.9％）の増となりました。また、教育費の決算額は、3億
8,696 万円で、前年度と比較して1億 9,382 万円（33.4％）の減となり、主な減
の理由としては、かわち学園給食室建設事業完了によるものとなっております。

歳　入　５０億９７０万円 歳　出　４６億４，５８８万円
町税 ９億　  ９８６万円 18.2％
地方譲与税 ９，９２３万円  2.0％
地方消費税交付金 １億５，２０８万円  3.0％
地方交付税 １６億９，４９７万円 33.8％
国庫支出金　 ３億　  ５０１万円  6.1％
県支出金 ３億６，７９１万円 7.3％
繰越金 ４億３，２７８万円 8.6％
諸収入 ２億５，５０９万円  5.1％
町債 １億４，４６０万円  2.9％
※その他 ６億４，８１７万円 13.0％

議会費 ８，３５３万円 1.8％
総務費 １５億　　 ２９万円 32.4％
民生費 １３億１，２０５万円 28.2％
衛生費 ２億８，３０５万円  6.1％
農林水産業費 １億４，８９２万円  3.2％
商工費 １，５２２万円  0.3％
土木費 ４億６，７１６万円 10.1％
消防費 １億８，７９８万円  4.0％
教育費 ３億８，６９６万円  8.3％
公債費 ２億６，０７２万円  5.6％

※その他＝ 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、
　　　　　交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金

平成 30年度　決算報告
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平成 30年度　決算報告

河内町における健全化判断比率及び資金不足比率の公表について 一般会計決算額の推移

平成30年度各会計別決算概要

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）により、「健全化判断比率」及び「資金不足
比率」について、同法第 3条第 1項及び第 22条第 1項の規定により公表いたします。

◎健全化判断比率について
　平成 30年度の決算に基づき算定したところ、河内町はすべての指標が早期健全化基準を下回ったため、
健全な財政運営を行っている団体です。

◇健全化判断比率等における各指標について
・実質赤字比率
　�　福祉や教育、まちづくりなどを行う地方公共団体（河内町）の一般会計等の赤字額を、町税等の財源
の規模と比較したもので、財政運営の深刻度を示す数値です。平成 20年度の算定開始から現在まで赤
字はありませんでした。

・連結実質赤字比率
　�　河内町のすべての会計（一般会計や特別会計、企業会計等）の赤字と黒字を合算して、町としての全
体の資金不足の程度を把握するため、町税等の財源規模と比較して指標化し、町全体としての財政運営
の深刻度を示す数値です。平成 20年度の算定開始から現在まで赤字はありませんでした。

・実質公債費比率
　�　町の借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示す数値です。（町
のすべての会計や一部事務組合等の公債費に係るものについて指標化した数値）

・将来負担比率
　�　町の一般会計の借入金や、将来支払っていく可能性のある負担金等の現時点での残高を指標化し、将
来の財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す数値です。

・資金不足比率
　�　公営企業会計の資金不足を、公営企業の財政規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状
況の深刻度を示す数値です。平成 20年度の算定開始から現在まで資金不足はありませんでした。

　平成 30 年 4月 1日から平成 31 年 3月 31 日までの間に、延べ 39,265 人の方から 471,606,000 円の申し
込みがありました。寄附をいただきました皆様に対し、深く感謝申し上げます。寄附については、『町民誰もが
誇れるまちづくり』のため、寄附をいただいた方々の意向に基づき下記のとおり活用させていただきます。
　今後とも、河内町を応援していただきますよう、よろしくお願いいたします。

財政調整基金
町の年度間の財源不足の不均衡を調
整するための基金です

町債基金
地方債の将来の償還（公債費の支出）
に備えておく基金です

特定目的基金
条例で定められた目的を計画的に実
施することができるよう、その使途
に限って取り崩すことができること
として、設置している基金です

区　　　　　分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
　健全化判断比率　 － － 5.3 15.1 
　早期健全化基準　 15.00 20.00 25.0 350.0 
　 財 政 再 生 基 準　 20.00 30.00 35.0 

※「－」は、当該比率が生じていないことを示しております。◎資金不足比率について
　平成 30年度決算に基づき河内町の各公営企業の資金不足比率を算定したところ、資金不足を生じた公
営企業は無かったため、健全な財政運営を行っている団体です。

区　　　　　分 水道事業会計 下水道事業特別会計
　 資 金 不 足 比 率　 － －
　経営健全化基準　 20.0% 20.0%

※「－」は、当該比率が生じていないことを示しております。

河内町の基金現在高
基金の種類 平成 30年度末現在高

（　）内は、対前年増減額
　財政調整基金 　２億５，０９６万円�（ 　　　　　+２万円）
　町債基金 　１億７，３８６万円�（ 　　　　　+１万円）
　特定目的基金 １７億６，７５３万円�（+３億９，９３９万円）
　　ふるさと創生基金 　　　７，１７７万円�（ 　　　　　±０万円）
　　生涯学習基金 　　　５，１９３万円�（ 　　　　－２９万円）
　　公共施設整備基金 　６億９，５８９万円�（ 　　　　　+６万円）
　　地域振興基金 　　　２，７５７万円�（　 　　　　±０万円）
　　地域福祉基金 　１億８，３８０万円�（ 　　　　　±０万円）
　　環境衛生施設整備基金 　　　７，１２０万円�（　 　　　　+１万円）
　　農業経営基盤強化資金助成基金 　　　１，２７１万円�（　 　　　　±０万円）
　　ふるさと寄附基金 　６億５，２６６万円�（+３億９，９６０万円）

合　　計 ２１億９，２３６万円�（+３億９，９４３万円）

（単位：百万円）

区  分 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

歳  入 4,208 4,578 4,269 4,689 4,480 4,251 4,355 5,299 6,008 4,974 5,010

歳  出 3,975 4,290 3,981 4,443 4,166 3,914 3,903 4,888 5,538 4,541 4,646

会　　　　　計　　　　　別 歳　入（収入） 歳　出（支出）
一　　　般　　　会　　　計 ５０億 　９７０万円 ４６億４，５８８万円

特
　
別
　
会
　
計
　
等

下水道事業特別会計 ３億２，５１２万円 ３億 　 １６４万円
国民健康保険特別会計 １３億６，９２３万円 １２億３，３８３万円
介護保険特別会計 １１億５，３６２万円 １０億８，１４８万円
介護サービス事業特別会計 ８９２万円 ８６３万円
後期高齢者医療特別会計 １億１，１６３万円 １億 　 ６６７万円

水道事業会計
・収益的収入及び支出
・資本的収入及び支出

２億５，１１９万円
０万円

２億４，４４１万円
５，９８３万円

河内町ふるさと寄附の状況について

< 事業ごとの内訳 >

事　業　の　種　類 寄附金の額

１．少子化、高齢者対策などに関する事業 １８６，１２３，０００円

２．青少年の健全育成及び教育環境整備に関する事業 ６６，０２７，０００円

３．特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業 ４９，１２５，０００円

４．ふるさとの自然環境保全に関する事業 ４４，１１４，０００円

５．その他目的達成のために町長が必要と認める事業 １２６，２１７，０００円

合　　　　計 ４７１，６０６，０００円

平成 30年度　決算報告

※�千円以下端数処理をしていますので、合計と一致しない場合があります。
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令和２年度認定こども園入園児募集のお知らせ
募集人員 年齢および入園条件等

か
わ
ち
認
定
こ
ど
も
園

１号認定
30人

( 教育標準
時間認定 )

年齢
３歳児（平成28年４月２日から平成29年４月１日生まれ）
４歳児（平成27年４月２日から平成28年４月１日生まれ）
５歳児（平成26年４月２日から平成27年４月１日生まれ）

２・３号認定 120人
(保育認定)

年齢 ３～５歳児（平成26年４月２日から平成29年４月１日生まれ）
３歳未満児（平成29年４月２日以降に生まれた10か月以上の乳幼児）

条件 保護者が就労や病気、出産または、家族の看護等のために家庭
で保育することができないと認められるとき

か
な
え
つ
認
定
こ
ど
も
園

１号認定
10人

( 教育標準
時間認定 )

年齢
３歳児（平成28年４月２日から平成29年４月１日生まれ）
４歳児（平成27年４月２日から平成28年４月１日生まれ）
５歳児（平成26年４月２日から平成27年４月１日生まれ）

２・３号認定 80人
(保育認定)

年齢 ３～５歳児（平成26年４月２日から平成29年４月１日生まれ）
３歳未満児（平成29年４月２日以降に生まれた10か月以上の乳幼児）

条件 保護者が就労や病気、出産または、家族の看護等のために家庭
で保育することができないと認められるとき

◆入園申込書配布
　申込書は、令和元年 11月 1日（金）から子育て支援課、または各こども園で配布しますので、申し
出ください。（土、日、祝日は除く）

◆面接日時・場所
・日時　令和元年 12月５日（木）午前９時から午後３時まで（正午から午後１時除く）
・場所　保健センター
　　　　※お子さんと同伴でお願いします。

◆問合せ先
①子育て支援課　　　　　　☎８４ー６９８２
②かわち認定こども園　　　☎８４－２６５７
③かなえつ認定こども園　　☎８６－２６１６

※保育施設最低基準による保育士が確保できない場合、
　定員内でも入園をお断りする場合があります。

◆入園申込書受付日時・場所
期　　　間 場　　　所 時　　　間

令和元年 11月 25日（月）～ 11月 29日（金） 子育て支援課 午前９時～午後３時
（正午～午後１時までを除く）

※受付期間を過ぎての申込みは、原則令和２年４月入園の選考対象となりませんのでご注意ください。

【対象者・利用料】
● 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する３歳から５歳までの全ての子供たちの利用
料が無償化されます。

● ０歳から２歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償
化されます。
【対象となる施設・事業】
● 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業（標準的な利
用料）も同様に無償化の対象とされます。

令和元年10月１日から
３歳から５歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを

利用する子供たちの利用料が無償化されます。
※ ０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供たちも対象になります。

○ 幼稚園については、月額上限2.57万円です。
○ 無償化の期間は、満３歳になった後の４月１日から小学校入学前までの３年間です。

（注） 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満３歳から無償化します。
○ 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世
帯の子供たちと全ての世帯の第３子以降の子供たちについては、副食（おかず・おやつ等）の費用が免除されます。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち

【対象者・利用料】
● 無償化の対象となるためには、子育て支援課から「保育の必要性の認定」を受ける必要
があります。

● 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の
利用料が無償化されます。

幼稚園の預かり保育を利用する子供たち

認可外保育施設等を利用する子供たち
【対象者・利用料】
● 無償化の対象となるためには、役場子育て支援課から「保育の必要性の認定」を受ける必
要があります。

● ３歳から５歳までの子供たちは月額3.7万円まで、０歳から２歳までの住民税非課税世帯
の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

【対象となる施設・事業】
● 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・セン
ター事業を対象とします。

● 就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについても、３歳から５歳までの利用料
が無償化されます。

◆問合せ先 子育て支援課 ☎８４－６９８２ （直通）
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く
ら
し
の
情
報

く
ら
し
の
情
報

Information  on  a  Kawachi  LifeInformation  on  a  Kawachi  Life
　
平
成
24
年
度
か
ら
国
（
農
林
水

産
省
）
が
事
業
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ

た
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
は
、
地

域
の
高
齢
化
や
農
業
の
担
い
手
不

足
が
心
配
さ
れ
る
中
、
５
年
後
、

10
年
後
ま
で
に
、
誰
が
ど
の
よ
う

に
農
地
を
使
っ
て
農
業
を
行
な
っ

て
い
く
の
か
を
、
地
域
や
集
落
の

話
し
合
い
に
よ
っ
て
決
め
る
プ
ラ

ン
（
計
画
）
で
す
。

☆
集
落
・
地
域
に
お
け
る
話
し
合

い
に
よ
っ
て
、
◎
今
後
の
中
心
と

な
る
経
営
体
（
個
人
・
法
人
・
集

落
営
農
）
は
ど
こ
か
◎
中
心
と
な

る
経
営
体
へ
ど
う
や
っ
て
農
地
を

集
め
る
か
◎
中
心
と
な
る
経
営
体

と
そ
れ
以
外
の
農
業
者
（
兼
業
農

家
、
自
給
的
農
家
）
を
含
め
た
地

域
農
業
の
あ
り
方
（
生
産
品
目
、

経
営
の
複
合
化
、
６
次
産
業
化
）

を
ど
う
す
る
か
な
ど
を
決
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。

☆
人
・
農
地
プ
ラ
ン
に
位
置
付
け

ら
れ
る
と
、
◎
農
業
次
世
代
人
材

投
資
事
業
（
経
営
開
始
型
）
新
規

就
農
者
に
経
営
が
安
定
す
る
ま
で

最
長
５
年
間
の
給
付
◎
ス
ー
パ
ー

Ｌ
資
金
の
当
初
５
年
間
無
利
子
化

　
中
心
と
な
る
経
営
体
と
な
っ
た

認
定
農
業
者
に
貸
付
当
初
５
年
間

の
金
利
を
実
質
無
利
子
化
◎
強
い

農
業
・
担
い
手
づ
く
り
総
合
支
援

交
付
金　
融
資
を
活
用
し
て
農
業

用
機
械
等
を
導
入
す
る
際
、
融
資

残
（
事
業
費
の
10
分
の
３
以
内
）

に
つ
い
て
補
助
金
を
交
付
な
ど
の

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　
今
後
の
見
直
し
の
時
期
や
手
続

き
な
ど
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
に

関
し
ま
し
て
、
経
済
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
せ
先

経
済
課　
☎
84

－

６
９
７
５

☆
人
・
農
地
プ
ラ
ン

　

龍
ケ
崎
地
方
塵
芥
処
理
組
合

は
、「
龍
ケ
崎
市
環
境
フ
ェ
ア

２
０
１
９
」
に
お
い
て
リ
ユ
ー
ス

コ
ー
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

　
住
民
の
皆
様
が
ご
み
と
し
て
清

掃
工
場
に
持
ち
込
ん
だ
物
を
選
別

し
、
ま
だ
使
用
で
き
る
状
態
の
木

製
家
具
・
押
入
収
納
・
衣
装
ケ
ー

ス
・
雑
貨
・
小
物
類
な
ど
を
、
先

着
順
ま
た
は
抽
選
で
希
望
者
に
無

償
提
供
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
工

場
見
学
も
行
い
ま
す
。
詳
細
に
つ

い
て
は
、
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
日
時

令
和
元
年
10
月
27
日
（
日
）

・
リ
ユ
ー
ス
コ
ー
ナ
ー　
午
前
10

時
～
午
後
３
時

・
工
場
見
学　

午
前
11
時
30
分

（
30
分
程
度
、
先
着
20
人
）

※
「
龍
ケ
崎
市
環
境
フ
ェ
ア

２
０
１
９
」
が
中
止
と
な
っ
た
場

合
に
は
「
リ
ユ
ー
ス
コ
ー
ナ
ー
」

お
よ
び
「
工
場
見
学
」
も
中
止
と

な
り
ま
す
。

◆
場
所

く
り
ー
ん
プ
ラ
ザ
・
龍　
プ
ラ
ザ

棟
１
Ｆ

〒
３
０
１

－

０
８
０
１

龍
ケ
崎
市
板
橋
町
４
３
６
番
地
２

※
「
龍
ケ
崎
市
環
境
フ
ェ
ア

２
０
１
９
」
の
指
定
駐
車
場
に
車

を
停
め
て
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

◆
提
供
品
に
つ
い
て

（
１
）
先
着
順
で
の
提
供
は
、
原

則
と
し
て
お
一
人
様
一
点
と
し
、

そ
の
場
で
お
持
ち
帰
り
頂
き
ま

す
。
な
く
な
り
次
第
終
了
と
な
り

ま
す
。

（
２
）
抽
選
に
は
、
当
日
ご
来
場

さ
れ
た
方
の
み
参
加
で
き
ま
す
。

抽
選
発
表
は
後
日
行
い
ま
す
。

（
３
）
転
売
目
的
、
お
よ
び
営
利

業
者
へ
の
提
供
は
い
た
し
ま
せ

ん
。

◆
問
合
せ
先

〈
リ
ユ
ー
ス
コ
ー
ナ
ー
〉

龍
ケ
崎
地
方
塵
芥
処
理
組
合

施
設
課　
管
理
係

☎
60

－

１
７
７
７

H
P�http://business2.plala.
or.jp/ryujin/

〈
龍
ケ
崎
市
環
境
フ
ェ
ア2019

〉

龍
ケ
崎
市
役
所　
産
業
経
済
部　

環
境
対
策
課

☎
60

－

１
５
３
８

H
P
h
ttp
://w

w
w
.city

.
ryugasaki.ibaraki.jp/

　

成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
は
、

環
境
影
響
評
価
法
の
規
定
に
基
づ

き
、「
成
田
空
港
の
更
な
る
機
能

強
化　
環
境
影
響
評
価
書
」
を
と

り
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
の
評
価
書

に
つ
い
て
の
縦
覧
が
次
の
と
お
り

行
わ
れ
ま
す
。

◎
縦
覧

◆
日
時

９
月
27
日
（
金
）
か
ら
10
月
28
日

（
月
）
ま
で　

午
前
９
時
～
午
後

５
時　
※
土
・
日
、
祝
日
は
除
く

◆
場
所

河
内
町
役
場　
都
市
整
備
課

※
縦
覧
は
、
関
係
す
る
他
の
市
町

で
も
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
成

田
空
港
の
更
な
る
機
能
強
化
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
評
価
書

を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

h
ttp
://w

w
w
.n
a
rita

-
kinoukyouka.jp/

◆
問
合
せ
先　
成
田
国
際
空
港
株

式
会
社　
地
域
共
生
部
エ
コ
・
エ

ア
ポ
ー
ト
推
進
グ
ル
ー
プ

☎
０
４
７
６

－

34

－

５
０
８
６

て
は
、
台
風
15
号
被
災
対
策
の
支

援
事
業
が
創
設
さ
れ
た
場
合
に
備

え
、
被
災
状
況
を
証
明
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
、
デ
ジ
タ
ル
カ

メ
ラ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で

被
災
し
た
施
設
等
の
写
真
（
全
体

お
よ
び
被
災
部
分
）
を
複
数
枚
撮

影
し
、
保
存
す
る
と
と
も
に
、
施

設
の
修
繕
等
を
さ
れ
る
場
合
は
、

関
係
す
る
領
収
書
等
を
必
ず
保
管

し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　
今
後
、
被
災
対
策
の
支
援
事
業

が
創
設
さ
れ
た
際
に
は
、
改
め
て

農
家
の
皆
さ
ま
に
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
。

◆
撮
影
記
録
の
際
は
、
以
下
を
参

考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

○
撮
影
日
を
明
確
に
す
る

○
被
災
箇
所
を
す
べ
て
撮
影
す
る

（
例
：
パ
イ
プ
の
曲
が
り
や
被
覆

資
材
の
め
く
れ
等
を
個
別
に
撮

影
）

○
撮
影
箇
所
が
被
災
施
設
の
ど
こ

か
わ
か
る

（
例
：
全
景
を
東
西
南
北
４
方
向

か
ら
撮
影
）

○
施
設
面
積
・
構
造
が
わ
か
る

（
例
：
間
口
や
奥
行
き
、
パ
イ
プ

の
径
が
わ
か
る
よ
う
に
メ
ジ
ャ
ー

等
と
一
緒
に
撮
影
）

◆
問
合
せ
先

経
済
課　
☎
84

－

６
９
７
５

☆�

く
り
ー
ん
プ
ラ
ザ
・
龍
で
リ
ユ
ー
ス
コ
ー
ナ
ー

お
よ
び
工
場
見
学
を
開
催
し
ま
す

☆�

「
成
田
空
港
の
更
な

る
機
能
強
化　
環
境

影
響
評
価
書
」
の
縦

覧
の
お
知
ら
せ

◆
被
災
状
況
の
写
真
や
修
繕
等
に

係
る
領
収
書
等
の
保
存
に
つ
い
て

　
台
風
15
号
の
影
響
に
よ
り
、
各

地
で
農
業
用
施
設
（
ビ
ニ
ー
ル
ハ

ウ
ス
・
作
業
場
等
）
に
被
害
が
発

生
し
て
お
り
ま
す
。

　
過
去
に
は
、
農
業
用
施
設
の
大

規
模
な
災
害
を
受
け
、
国
に
お
い

て
緊
急
補
助
事
業
が
発
動
さ
れ
た

事
例
が
あ
り
、
今
回
の
被
害
に
お

い
て
も
、
今
後
、
国
の
補
助
事
業

等
が
発
動
さ
れ
る
可
能
性
が
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
農
家
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し

☆�

農
業
用
施
設
が
被
害

に
あ
わ
れ
た
農
家
の

皆
さ
ま
へ

　河内町では、行政相談委員による行政相談所を開設します。相談は無料・秘密厳守ですので、お気軽に
ご利用ください。

◆日　　時　　１０月１５日（火）　午前１０時～正午
◆場　　所　　第２地区共同利用施設（福祉センター隣）
◆問合せ先　　総務課　☎８４－６９７９

【河内町担当行政相談員】　氏名　亀 田 誠 男

　外見からは援助や配慮を必要としていることが分からない方が、周囲の方
に配慮を必要としていることを知らせることができるマーク・カードです。
　周囲でこれらをお持ちの方を見かけた場合は、思いやりのある行動を
お願いします。
◆配布場所　町福祉課、茨城県庁、各県民センター、各保健所
◆問合せ先　福祉課　☎84－ 6981

10月７日(月)～13日(日)は「行政相談週間」です

ヘルプマーク・ヘルプカードを配布します

令和元年６月分
測　定　局 設　置　場　所 Lden（dB）

下加納局（NAA） 愛宕神社 55.1
河 内 局（NAA） 中央公民館 54.2
金江津局（  県  ） 東共同利用施設（つつみ会館） 53.3
田 川 局（  県  ） 田川共同利用施設 54.9

航空機騒音測定結果（速報）

※この数値は速報の値で、今後変更になる場合があります。成田国際空港株式会社（NAA）が開設している環境情報公開Web
サイト「成田空港環境こみゅにてぃ」では、NAAが設置している測定局の現在の騒音レベルや過去の測定結果等が確認できます。

Web：http://airport-community.naa.jp/

　消費者ホットライン１８８（局番なし）は、お近くの消費生活センター等の消費生活相
談窓口をご案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
　「悪質商法等による被害にあった」「ある製品を使ってけがをしてしまった」などの消費
者トラブルで困っていることはありませんか？
　そんなときは一人で悩まずに、全国どこからでも３桁の電話番語でつながる消費者ホッ
トライン「１８８（イヤヤ！）」にご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。

消費者ホットライン１８８
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く
ら
し
の
情
報

Information  on  a  Kawachi  Life

【
軽
自
動
車
の
課
税
に
つ
い
て
】

　
軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現

在
河
内
町
を
主
た
る
定
置
場
と
し

て
登
録
し
て
あ
る
原
動
機
付
自
転

車
・
軽
自
動
車
・
小
型
特
殊
自
動

車
・
二
輪
の
小
型
自
動
車
等
の
所

有
者
等
に
対
し
て
、
１
年
分
の
税

金
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

○
４
月
２
日
以
降
に
譲
渡
、
廃
車

等
を
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
年
度

の
税
額
は
全
額
納
め
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。
※
廃
車
に
よ
る
月
割
還

付
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
申
告
に
つ
い
て
】

☆
軽
自
動
車
等
の
廃
車
、
名
義
変

更
、
住
所
変
更
等
の
申
告
手
続
き

は
忘
れ
ず
に
行
い
ま
し
ょ
う

　
軽
自
動
車
等
を
取
得
、
他
人
へ

譲
渡
、
廃
車
ま
た
は
、
住
所
を
変

更
し
た
と
き
に
は
、
左
記
関
係
機

関
に
て
申
告
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
申
告
を
い
た
だ
か
な
い

と
、
所
有
（
既
に
譲
渡
や
廃
車
を

行
っ
た
）
し
て
い
な
い
に
も
関
わ

ら
ず
納
税
義
務
が
発
生
し
て
し
ま

い
ま
す
。盗
難
に
あ
っ
た
場
合
は
、

速
や
か
に
警
察
へ
届
出
を
し
、
役

場
税
務
課
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。※
軽
自
動
車
税
は
、

実
際
に
使
用
し
て
い
る
か
否
か
に

関
わ
ら
ず
、
登
録
が
あ
る
限
り
課

税
さ
れ
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

【
手
続
き
機
関
】

◆
原
動
機
付
自
転
車
（
総
排
気
量

１
２
５
cc
以
下
）、
小
型
特
殊
自

動
車（
農
耕
作
業
用
、そ
の
他
）・・・

住
所
地
市
区
町
村
の
軽
自
動
車
税

担
当
課

◆
軽
二
輪
（
１
２
５
cc
超
２
５
０

cc
以
下
）、
二
輪
の
小
型
自
動
車

（
２
５
０
cc
超
）・
・
・
茨
城
運
輸

支
局
土
浦
自
動
車
検
査
登
録
事
務

所　
土
浦
市
卸
町
２
丁
目
１
番
３

号　

☎
０
５
０

－

５
５
４
０

－

２
０
１
８　
※
町
外
在
住
の
方
は

住
所
地
を
管
轄
す
る
運
輸
支
局

◆
三
輪
・
四
輪
の
軽
自
動
車
・
・
・

軽
自
動
車
検
査
協
会
茨
城
事
務
所

土
浦
支
所　
つ
く
ば
市
島
名
字
前

野
３
９
１
５
番
地
（
つ
く
ば
市
諏

訪
ｃ
23
街
区
５
）　

☎
０
５
０

－

３
８
１
６

－

３
１
０
６　
※
町
外

在
住
の
方
は
住
所
地
を
管
轄
す
る

軽
自
動
車
検
査
協
会

☆
詳
し
い
手
続
き
方
法
に
つ
き
ま

し
て
は
、
各
機
関
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
４
月
１
日
以
前
に

廃
車
お
よ
び
名
義
変
更
等
の
手
続

き
が
完
了
し
て
い
る
の
に
納
付
書

が
届
い
た
場
合
に
は
、
お
手
数
で

す
が
、
左
記
連
絡
先
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

◆
問
合
せ
先

河
内
町
役
場　
税
務
課　
軽
自
動

車
税
担
当　
☎
84

－

６
９
７
２

◆
り
災
証
明
書

　
災
害
に
よ
り
、
建
物
に
被
害
を

受
け
た
こ
と
を
町
が
証
明
す
る
も

の
で
す
。

◆
被
災(

届
出)

証
明
書

　
災
害
に
よ
り
、
建
物
以
外
の
工

作
物(
物
置
・
車
庫
・
カ
ー
ポ
ー

ト
等)
の
被
災
に
つ
い
て
届
出
が

な
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

で
す
。

◆
申
請
方
法

　
印
鑑
と
被
災
家
屋
の
状
態
を
示

す
も
の(

写
真
等)

を
ご
持
参
の

う
え
、
申
請
く
だ
さ
い
。
申
請
用

紙
は
税
務
課
窓
口
の
ほ
か
、
町
Ｈ

Ｐ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
出
来
ま
す
。

◆
問
合
せ
先

　
税
務
課　
☎
84

－

６
９
７
１

☆�

台
風
15
号
に
よ
る
「
り

災
証
明
書
」
お
よ
び

「
被
災(

届
出)

証
明

書
」
の
発
行
に
つ
い
て

☆
軽
自
動
車
の
廃
車
、
名
義
変
更
の
手
続
き
は
４
月
１
日
ま
で
に
!!

　発注者は、延べ面積80平方メートル以上で特定建設資材（コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る
建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）を用いた建物の解体工事をする場合、建設リサイクル法の届
出が必要です。なお、解体工事を行うには、自主施工を除き、建設リサイクル法の解体工事業の登録または
建設業の許可が必要になります。
◆問合せ先
・建設リサイクル法の届出について・・・茨城県県南県民センター　建築指導課　℡029-822-7079
・建設リサイクル法の解体工事業の登録について・・・茨城県土木部検査指導課　℡029-301-4386

建築物を解体予定の方へ
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※�会場の駐車場は、台数に限りがありますので、乗り合わせ、もしくは臨
時駐車場（かわち水と緑のふれあい公園駐車場・長竿亭）をご利用くだ
さい。会場とふれあい公園間は、無料の送迎車を運行します。また、会
場周辺の無断駐車は、近隣住民の迷惑になりますので、ご遠慮ください。

◆問合せ先◆
かわちフェスタ 2019 実行委員会（役場経済課内）

☎８４－６９７５
教育委員会生涯学習Ｇ（中央公民館内）　　　　　　

☎８４－２８４３

（かわち水と緑の
　　ふれあい公園）

エネオス

新河分署

かわち直販
センター

（河内町中央公民館ほか）
201

臨時駐車場
（長竿亭）

9

会　場 案　内 図

☎84－

　11 月１日（金） から３日（日） まで『 かわちフェスタ 2019』 を開催します。 農業者トレーニン
グセンターでは、 文化団体（文化協会加盟団体・講座・サークル） や、 かわち学園の児童生徒
による作品展示等、 総合グラウンドでは、 歌謡ショー、 ならびに抽選会等盛りだくさんのイベント
を用意しています！みなさんお誘いあわせのうえご来場ください。

歌謡ショー・抽選会 等

◆日　時　　11月３日（日）
　　　　　　 午前９時～午後３時
◆会　場　　多目的広場（総合グラウンド）ほか
◆内　容　　�歌謡ショー、芸能発表会、子ど

も工作広場、ちびっ子広場、自
衛隊特殊車両展示、地元アマ
チュアバンド演奏、模擬店、抽
選会�等

※�当日、抽選会に参加するための「引換券 (ハガキ )」は、10
月下旬頃、各世帯（世帯主宛）に郵送します。
※�各イベント開催時間等については、10月中に各戸配布しま
す『かわちフェスタ 2019』のチラシをご覧ください。

展示発表

◆日　時　　11月１日（金）～３日（日）　
　　　　　　午前９時～午後４時
　　　　　　（３日のみ午後３時まで）
◆会　場　　農業者トレーニングセンター
◆内　容　　�文化団体（文化協会加盟団体・

講座・サークル）による作品展示、
発表、かわち学園の児童生徒に
よる理科・統計グラフ作品、書道、
絵画展示、かわちチャレンジス
クール活動写真の展示等

　　　　　　（実演体験コーナーあり：３日のみ）

第
52
回
河
内
町
消
防
ポ
ン
プ
操
法
競
技
大
会

第
６
分
団
第
３
小
隊
が
連
覇
!!

防
災
倉
庫
・
資
機
材
を
整
備
!!

～
長
竿
上
組
自
主
防
災
会
～

　

９
月
22
日
（
日
）、
農
村
環
境

改
善
セ
ン
タ
ー
前
駐
車
場
を
会
場

に
『
第
52
回
河
内
町
消
防
ポ
ン
プ

操
法
競
技
大
会
』
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　
こ
の
大
会
は
、
町
消
防
団
員
の

規
律
正
し
い
消
防
技
術
を
練
成

し
、
団
体
行
動
の
敏
活
適
正
と
強

固
な
る
消
防
精
神
を
養
っ
て
火
災

防
御
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
に
適

用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
毎

年
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
年
の
大
会
は
、
昨
年
ま
で
と

競
技
方
法
が
異
な
り
、
実
際
に
水

を
出
す
操
法
を
取
り
入
れ
、
よ
り

火
災
現
場
に
近
い
形
で
行
わ
れ
ま

し
た
。

　
出
場
し
た
各
分
団
の
選
手
た
ち

は
、
連
日
連
夜
の
練
習
の
成
果
を

十
分
に
発
揮
し
、
気
迫
の
こ
も
っ

た
操
法
を
披
露
し
ま
し
た
。

【
大
会
の
結
果
】

優　
勝　
第
６
分
団
第
３
小
隊

準
優
勝　
第
５
分
団

第
３
位　
第
２
分
団

　
「
自
分
た
ち
の
地
域
を
自
分
た
ち
で
守
る
」
た
め
結
成
さ
れ
た
長
竿
上
組
自

主
防
災
会
は
、
長
竿
上
組
集
会
所
内
に
防
災
倉
庫
お
よ
び
資
機
材
を
整
備
し
ま

し
た
。

　
こ
の
整
備
に
よ
り
、
自
分
の
身
は
自
分
で
守
る
【
自
助
】、
地
域
や
隣
近
所

の
人
が
助
け
あ
う
【
共
助
】
の
力
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
自
主
防
災
組

織
活
動
の
充
実
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

◆
整
備
し
た
資
機
材

　
・
防
災
倉
庫　
・
救
助
工
具
格
納
箱　
・
発
電
機　
・
リ
ヤ
カ
ー

　
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
チ
ェ
ン
ソ
ー　
・
ヘ
ル
メ
ッ
ト

※
こ
の
事
業
は
、
財
団

法
人
自
治
総
合
セ
ン

タ
ー
が
宝
く
じ
の
社
会

貢
献
広
報
事
業
と
し
て

実
施
す
る
「
平
成
31
年

度
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成

事
業
」
を
活
用
し
て
い

ま
す
。

優勝した第６分団第３小隊のみなさん



　「言うことを聞かない」「落ち着きがない」「ぐずぐずしている」…子どもってど
うしてこんなに言うことを聞かないの？もう手に負えない…そんな思いがわいて
くることは誰にでもあります。
　子どもの困った行動や、気になる行動に対し、親が適切な対応を学ぶことで、
親子の生活を穏やかにしていくことを目指すのが「ペアレントトレーニング」です。

　第１回ペアレントトレーニング講座
を９月２０日に開催しました。今回ご
案内するのは、第２回「ほめかたのコ
ツを知ろう」です。前回の内容も復習
しますので、今回からの参加でもＯＫ
です。
※第３回は令和２年２月２１日（金）
「子どもに伝わる話し方」です。

気になったママ！ペアレントトレーニング講座に参加してみませんか？

　内容　第２回 11/18（月）　「ほめかたのコツを知ろう」
　場所  …… 西共同利用施設　　
　時間  …… 午前 10 時～ 11 時 30 分
　定員  …… ５～６人（６歳までのお子さんを持つ保護者の方対象）

★希望される方は河内町役場　子育て支援課　羽根田までご連絡ください。
　受付期間　　10/7（月）～ 10/31（木）（土・日・祝日除く）　　
　　　　　　　午前 8 時 30 分～午後５時まで

１１月１８日（月）

第２回 ペアレントトレーニング講座開催！
～ ほめかたのコツを知ろう ～

託児あります（子育て支援センターおひさま）　ぜひご参加ください！
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日 曜日 イベント・スケジュール

１ 金 自由遊び

６ 水 おはなしなぁ～に！
８ 金 自由遊び

11 月 エンジョイ！親子ビクス
13 水 自由遊び
15 金 自由遊び

18 月 第２回
ペアレントトレーニング講座

20 水 作って遊ぼう～！【芋づる作り】
22 金 自由遊び
25 月 自由遊び

27 水 あかちゃんひろば
29 金 わくわく！お楽しみ会♥

    月 の 予 定11

「お友達が近くにいないの！」「ママ友がほしい！」「遊ぶ所がない！」と悩ん
でいる方、ぜひ遊びに来てください！みんなで子育ての輪を広げましょう～。

問合せ先

河内町役場
子育て支援課

TEL 0297-84-6982
担当　塚本、羽根田おしらせ

河内町　子育て支援センター

おひさまからの

場所

利用時間・持ち物
　・月、水、金曜日（予約不要）
　（祝日・お盆休み・年末年始の休みを除く）

　・午前９時 30 分～午後２時 30 分
　・対象：0歳～就学前のお友達とお家の方
　・着替え・水筒などの用意をお願いします。
　・ごみ・オムツは持ち帰りでお願いします。

【エンジョイ！親子ビクス】
　適度に体を動かして親子ビクスを楽しもう～！
時　間：午前 10 時 30 分～ 11 時
対　象：2歳ぐらいまでのお子様、保護者
持ち物：汗ふきタオル、飲み物（親子分）
※2歳以上のお子様も安全面に配慮しての参加はOK!
※動きやすい服装でお願いします。
参加費：無料　　定　員　8 ～ 10 人
事前に予約をお願いします。
（予約受付期間 10/7 ～ 10/30 まで）
申込先：子育て支援課　84-6982
受付日時：土日祝日を除く午前９時～午後５時

【おはなしなぁ～に？】
　絵本の読み聞かせやお話シアターを楽しみます。
どんなお話かな～お楽しみに！！
※時　間：午前 10 時 30 分～ 11 時

11/11（月）

11/6（水）

【作って遊ぼう～！芋づる作り】
色画用紙と花紙を丸めて芋づるを作って楽しみましょう～！
時　間：午前 10 時 30 分～　定　員：10 人

11/20（水）

11
月
作
っ
て
遊
ぼ
う
～
！

芋
づ
る
を
つ
く
る
よ
♥

【わくわく！お楽しみ会♥】
　今月はどんな遊びが飛び出
すかな？リズム体操？親子で
ゲーム遊び？人形劇？クイズ
遊び？内容は当日までのお楽
しみ～！参加してくれたお友達
にはメダルのプレゼントを用
意しています！
時　間： 午前 10 時 30 分～

11 時　予約不要

11/29（金）

詳しくはお隣の
ページへ

【あかちゃんひろば】
　すくすく成長してるか
な？身長、体重を測っても
らいましょう～！
時　間： 午 前 10 時 30 分

～ 11 時
対　象： 生後４か月～１歳

くらいのあかちゃ
んとご家族

参加費：無料　　予約不要

11/27（水）



保健センターだより

ご自身の健康と生活を守るため、健診を受けましょう！ 

◇ 日 時・場 所

　４月以降、まだ町の健診を受けていない 40～ 74歳の国民健康保険にご加入の方には緑色のハガキが届きます。河内
町は、同じ規模の町村に比べ、人工透析を導入する町民の割合が高い傾向にあります。高血圧・糖尿病などの生活習慣病は、
自覚症状がないまま進行します。健診を受けて、発症予防や早期治療に役立てましょう。
11 月の健診は予約不要ですが、大腸がんを希望される方は、採便容器を配布場所（保健センター・中央公民館・
町役場・福祉センター・つつみ会館）へ取りに行かれるか、保健センターへお電話ください。

１１月　５日（火） 保健センター １１月１０日（日） 保健センター 受付時間
午前９時３０分～１０時３０分
午後１時�～２時１１月　６日（水） 保健センター １１月１２日（火） つつみ会館

　対象年齢は、令和２年３月 31 日 現在の年齢です。

◇ その他　同じ日に実施している検診 こちらは、健康保険の種類に関わらず受診できますＬＯＯＫ！

検査項目 対象 内容 負担金 事前予約

大腸がん検診
40歳以上 便潜血反応検査（２日分の検便） ５００円 不　要※

結核検診 65歳以上 胸部レントゲン撮影 無料 不　要
肺がん検診 40歳以上 胸部レントゲン撮影 無料 不　要
肺がん喀痰検診 50歳以上で喫煙指数600以上の方 痰の検査（細胞診） １，３００円 不　要
前立腺がん検診 50歳以上の男性 血液検査 ７００円 不　要

肝炎ウイルス検診 40歳以上で今まで検査をしたこと
がない方

血液検査（40～70歳の５歳きざみ年
齢の方は無料） ９００円 不　要

◆申込・問合せ先　保健センター　☎８４－４４８６　または　８４－３６８２

インフルエンザの予診票を郵送しました！！
　町では65歳以上の高齢者および子ども（６か月～中学３年生）のインフルエンザ予防接種費用の一部助
成を行っています。接種は義務ではございません。接種される方はご利用ください。
　令和元年10月１日～令和２年１月31日に65歳になる方で接種を希望される方は、保健センターにご連
絡ください。

11月の健診は
比較的すいてます

（特に午後!）

◇ 健 診 内 容 1,200円で健診が受けられます！（１８歳以上）ＬＯＯＫ！

健診名 対象 内容 自己負担金 事前予約

39歳以下
健　診

18～ 39歳の
町民の方
(S55.4.2以降生まれ )

問診・身体計測・尿検査（糖・蛋白・潜血）
血圧・血液検査（血糖・脂質・肝機能・クレアチニン・
尿酸・貧血）・心電図・眼底検査

1200円 不　要
持ち物：保険証

特定健康
診　査

40～ 74歳の
国民健康保険の方

1200円 不　要
持ち物：保険証
町からのハガキ

40歳の方は
無　料

または
※社会保険の
　被扶養者

保険組合が
定める額

不　要
持ち物：保険証

特定健康診査受診券

75歳以上
健　診

満 75歳以上の方
（後期高齢者医療広域
連合の認定を受けた
65歳以上も対象）

基本【問診・身体計測・尿検査（糖・蛋白・潜血）・血圧・
血液検査（血糖・脂質・肝機能・クレアチニン・尿酸）】 無料 不　要

持ち物：保険証
オプション検査【心電図・眼底検査・貧血検査】 1200円

今年度中に４０歳に到達する方は、
「特定健診、はじめまして特典」で無料！

※�事前に採便容器が必要です
保健センター・中央公民館・町役場・福祉センター・つつみ会館にて配布

※�社保被扶養者は、保険組合から交付さ
れる「特定健診受診券」が必要です。また
健診内容、負担金も上記とは異なります

採便容器は
郵送もできます
保健センターへ☎

～　１１月の集団健診のお知らせ　～
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　食品中に含まれる栄養素の似ているものを集め
て、いくつかのグループに分けたものを食品群と
いいます。この食品群を上手に組み合わせること
で栄養バランスのよい食事をとることができます。
食品群の分け方はいくつかあり、主に「三色食品
群」、「六つの基礎食品群」、「4つの食品群」があ
ります。河内町では幼児健診や特定保健指導の資
料として「4つの食品群（四群点数法）」を使用し
ています。家庭でも取り入れやすい考え方ですの
で、健康管理のために活用してみましょう。

♪バランスのよい　　
　4 つの食品群♪

◆�問合せ先　保健センター　TEL ８４－４４８６

食育だより VOL.103

～こころとからだを育む食育～

※『今月のレシピ』で紹介した料理を作った方の感想をお待ちしています！
　保健センター（☎８４－４４８６）までご連絡ください！

河内町食生活改善推進員おすすめ

今月のレシピ
＜材料＞３人分　
　　　かたくちいわし（干物小魚）
� �100 ｇ
　　　塩こんぶ� 30 ｇ
　　　いりごま（白）� 50 ｇ
　　　削り節� 50 ｇ
　　　きび糖または三温糖� 90 ｇ
　　　みりん� 　　　　　　�50cc
　　　酢� 　　　　　　　　�50cc
　　　減塩しょうゆ� 　　　�25cc

【コメント】
　火を使わず簡単にできます。かたくち
いわしは、食塩不使用で作られた物、塩
こんぶは減塩タイプを選ぶと、塩分を減
らせて、さらに健康的です。魚嫌いな方
でも食べやすくなっています！

レシピ提供
河内町食生活改善
推進員協議会
♥会員・髙橋　玲子さん♥

♪カルシウム
たっぷりのふりかけ♪

Ⓐ

Ⓑ

4つの食品群の分類
１日にこれだけ食べよう！

※ 1 日に必要なエネルギー量は年齢・体格・活動量によって違ってきます。活動や運動量が多い人は、
　4 群の穀類を増やしてエネルギーを調整するようにしてください。また、疾患がある方はご相談ください。

主な食品 摂取量の目安（食品例） 栄養的特徴（主な栄養素）

第１群
牛乳・乳製品　 200 ｇ（牛乳瓶１本） 栄養バランスを完全にする。毎日欠かさ

ずとる。（良質たんぱく質・脂質・カルシ
ウム・ビタミン A・B₁・Ｂ ₂）卵 50 ｇ（M サイズ１個）

第２群

魚介類 50 ｇ（切り身半分） 肉や血をつくる良質たんぱく質。毎日適
量食べる。（良質たんぱく質・脂質・ビタ
ミン A・B₂・カルシウム）※魚や肉の脂
肪分が多い食品は基準量より少なくなり
ます。例：さんま 30g（中１/ ３尾）

肉類 50 ｇ（薄切り３枚）

豆・豆製品 もめん豆腐 110 ｇ（１/ ３丁）
　もしくは納豆１パック

第３群

野菜（緑黄色） 150 ｇ 体の調子をよくする。
（ビタミン A・C、ミネラル、食物繊維）野菜（淡色） 250 ｇ

いも類 100 ｇ（じゃが芋１個）
果物類 80kcal（バナナ１本）
きのこ類 50g（１/ ２袋）
海藻類 50g（小鉢１皿）

第４群
砂糖 20 ｇ（大さじ２杯） 力や体温となる。適切な量をとる。（炭水

化物・たんぱく質・脂質）※穀類の量は
食育だより７月号を参考にしてください

油脂類 20 ｇ（大さじ 1 杯）
穀類 ごはん茶碗 3 杯

（毎食１～ 2 品）

個人によっ
て違います

＜作り方＞
❶ 大きめの器（レンジ対応）にⒶを入
れ、電子レンジ600Wで3分間加熱
して水分をとばす。※材料を減らして
作る場合は加熱時間を短くしてくださ
い。加熱中に電子レンジ内で材料が焦
げてしまうことがあり危険です。

❷ Ⓑを別の器（レンジ対応）に入れ、
よく混ぜ合わせ、電子レンジ 600W
で 2分間加熱する。

❸ Ⓑが熱いうちにⒶの器に入れ、調味
液が具材全体にからまるようによく
かき混ぜる。

❹ 冷蔵庫で 2～ 3日置いてから食べる
と味がなじんでおいしいです。

必要なものをきちんと食べることで健康に
つながっていきます。※摂取量の目安は成人用です。
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消費生活相談員通信
Shouhi�Seikatsu�Soudanin�Tsushin

ＶＯＬ．
99

固定電話が使えなくなる？
～ＩＰ網への移行に便乗した勧誘に注意！～

消費者問題のご相談はお気軽に相談窓口へ！
◆�問合せ先　経済課　消費生活相談係　☎８４－６９７５
◆�相 談 日　毎週火曜日
◆�相談時間　午前９時３０分～午後４時３０分
◆�消費者ホットライン「１８８」

　ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本は２０２４年以降、固定電話のＩＰ網への移行に伴い電話会社内の設備の
切り替えを予定しています。この設備切替に便乗し、「固定電話や固定電話の番号が使えなくなる」、といっ
た勧誘文句で営業をする業者に注意しましょう。

地域包 括支援セ ンター だより

◆申込・問合せ先◆　地域包括支援センター　☎６０－４０７１
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　たまり場『だんだん』は、町民ボランティアによる、町民の皆様のためのつどいの場です。だんだん楽
しくなる、だんだん人が集まる、暖〃（だんだん）など、ほんわりと温かい雰囲気をイメージして命名し
ました。
　コーヒーを飲みながらおしゃべりはもちろん、将棋を打ったり、趣味の手芸など何をして過ごすのも自
由のたまり場。生ギター演奏、カラオケ、などなど楽しいイベントも考えています。

☆☆☆同時に、趣味や得意なことを教えてくださる協力者を募集しています☆☆☆
☆☆☆特技を活かし、地域の活性化にどうぞご協力ください☆☆☆

毎日家にいても
退屈だなあ

空いている時間に
何かできないかな

誰かとおしゃべり
したいな

特技を活かせる
場所はないかな

将棋をさす
相手が欲しい

たまり場『だんだん』が始まります
　　　会場は　　長竿亭　　です

日　時：10 月 22 日（火・祝）オープン！！！！！！！
　　　　午前 10 時から午後３時
　　　　今後は、毎月第２、第４火曜日に開催します。
場　所：長竿亭（かわちの間）
利用料：200 円（コーヒー付き）
※お問い合わせは地域包括支援センター（石山、関野）まで

大手電話会社の子会社を名乗る事業者から
「２０２０年以降アナログ回線が廃止される。
今の電話が使えなくなるので光回線に
切り替えないか」と電話がきた。
不審に思い断ったが、この会社の言っていることは本当なのか。

相談事例

●ＩＰ網への移行後も現在使用中の電話機や
　電話番号はそのまま使うことができます。
　設備切替に伴う手続きや工事も不要です。

●よくわからなければその場で返事はせず、
　家族や周囲の人に相談しましょう。

●不審に思ったら早めに消費生活相談窓口、
　消費者ホットライン１８８、もしくは、
　ＮＴＴ東西の固定電話のＩＰ網への移行
　に関するお問い合わせ先へご相談を！

ＮＴＴ東日本ウェブサイトから
ひとことアドバイス
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10 月の納税等
町県民税　　　　　　　（３期）　　　納付期限は
国民健康保険税　　　　（４期）　　　10月31日
介護保険料　　　　　　（４期）　　　　です。　
後期高齢者医療保険料　（４期）　　　　

－お知らせ－
※納税等は、便利な口座振替をご利用ください。

結婚支援のボランティア『いばらきマリッジサポーター』による

結婚相談会開催のお知らせ
結婚を希望される方のご相談にマリッジサポーターがお答えします
♥日　時　令和元年１１月１７日（日）　午前１０時～午後３時
♥場　所　第２地区共同利用施設 （河内町福祉センター隣）
♥持ち物　写真（Ｌ版）と身上書等をご持参ください
♥申　込　河内町社会福祉協議会　☎８４－２８３０
　　　　　（当日でも可なるべく事前の申込をお願いします。）
※相談に係る費用や登録料などは一切かかりません。
※年齢問いません。また、近隣市町村の方も歓迎します。
※相談によって知り得た全ての個人情報は、出会いのサポート以外に用いないことを固くお約束します。

主　催 ： マリッジサポーター県南地域活動協議会
　　　　茨城県 ・（一社）いばらき出会いサポートセンター
後　援 ： 河内町・河内町社会福祉協議会

無料調停相談会のお知らせ
　水戸地方・家庭裁判所龍ケ崎支部の調停委員が夫婦・
親子関係、扶養・遺産分割、金銭、不動産、交通事故、
近隣関係などのトラブルを話し合いで円満に解決する
「調停」の利用方法について「無料」で相談に応じます。
◆日時　10月 20日 ( 日 ) 午前 10時～午後３時
◆場所　取手市役所　議会棟　大会議室
◆相談員　水戸地方・家庭裁判所龍ケ崎支部　調停委員
◆主催　龍ケ崎調停協会
※予約不要、先着順、秘密厳守
◆問合せ先　水戸地方・家庭裁判所龍ケ崎支部
☎ 62-0100

多重債務者のための無料法律相談会
　借金の返済でお困りの方を対象に無料法律相談会を開
催します。相談は無料ですので、ぜひご相談ください。
弁護士、司法書士、消費生活相談員が相談に応じます。（秘
密厳守）
◆日時　10月 24日（木）午後１時～４時 30分
◆場所　土浦合同庁舎第一分庁舎（土浦市真鍋 5-17-
26）　※事前予約制　定員 10人
◆申込方法　事前に県生活文化課へ電話にてお申込みく
ださい。（土・日・祝日を除く、午前８時 30分から午
後５時 15分まで）※ 10月 21 日（月）締切　定員に
なり次第締切
◆問合せ先　茨城県生活文化課　☎ 029-301-2829

茨城県行政書士会による無料相談（電話）
　遺言、相続、各種許認可等の行政手続き相談など、暮
らしと役所の諸手続きに関する相談に、茨城県内の行政
書士が電話でお答えします。
◆日時　毎週木曜日（祝日を除く）

午後１時 30分～４時 30分
◆相談・問合せ先　茨城県行政書士会事務局　水戸市笠
原町 978-25　茨城県開発公社ビル５階　☎ 029-305-
3731

茨城行政書士会による無料相談（面談）
　茨城県内の行政書士が、面談による、遺言、相続、各
種許認可等の行政手続き相談など、暮らしと役所の諸手
続きに関する相談に、直接お答えします。
◆日時　10月 19日（土）午前 10時～午後４時
◆場所　河内町農村環境改善センター　営農相談室
◆問合せ先　茨城県行政書士会県南支部
☎ 090-8509-3622（担当：塚本）

成年後見相談会
　司法書士・社会福祉士・税理士による成年後見等に関
する無料相談会を開催します。
◆日時　10月 26日（土）午前 10時 30分～午後３時
◆場所　LALAガーデンつくば１Fコミュニティルーム
つくば市小野崎 278-1
◆方法　面談による相談（40分）【要予約】
◆相談内容　成年後見・遺言・相続等
◆予約・問合せ先　（公社）成年後見センター・リーガ
ルサポート茨城支部　☎ 029-302-3166

市民公開講座「スマホ社会の子どもたち」
　子どもの実態を知ろう！子どもの健康・発達への影響
を知ろう！どう付き合う？大人の役割は？
◆日時　11月 10日（日）　午後１時～３時
◆会場　つくば国際会議場　大会議室 102　つくば市
竹園２丁目 20-3　参加料：無料
◆定員　100人（先着申込順）　※事前申込が必要です
◆申込・問合せ先　（一社）茨城県保険医協会　土浦市大
町12-31　☎029-823-7930　E-mail:info@ibaho.jp

「すこやか妊娠ほっとライン」
　妊娠に関する様々な相談に応じる相談窓口「すこやか
妊娠ほっとライン」を利用してみませんか。予期せぬ妊
娠の不安や悩み、妊娠中の生活面での心配など、一人で
悩まずご相談ください。一緒に考えていきましょう。秘
密は厳守いたします。
◆電話相談　月曜日～金曜日　午前10時～午後６時（土

日・祝日・年末年始除く）※メール相談は24時間受付
・電話、メール共に相談料無料（通信料は自己負担）。
専門の相談員がお受けいたします。
◆相談・問合せ先　（公社）茨城県看護協会　すこやか
妊娠ほっとライン　水戸市緑町 3-5-35
☎ 029-221-1124　E-mail:ninshin.hot@ina.or.jp

航空科学博物館イベント情報
～航空学校合同説明会～

◆日時　10月 20日（日）午後１時～
◆場所　航空科学博物館内
◆内容　航空分野に関する学科・コースを設置している
各学校が一堂に会し、学校紹介やブースでの個別相談等
を行います。大学のパイロット養成コースや航空宇宙工
学科、専門学校の航空機整備や客室乗務員コースなど、
航空系の進路に関する情報を得る機会を提供します。

～客室乗務員のおはなし（ＡＮＡ）～
◆日時　10月 27日（日）午後１時
◆場所　航空科学博物館内　※定員 120人
◆内容　客室乗務員の経験者から仕事の魅力や体験談な
ど生の声を聞くことができる講演会です。特に、将来客
室乗務員を目指している方には、貴重な機会となります
のでぜひご参加ください。
◆問合せ先　航空科学博物館　☎ 0479-78-0557
〒 289-1608　千葉県山武郡芝山町岩山 111-3�

学校公開（茨城県立美浦特別支援学校）、
第 20 回美よう祭（文化祭）のお知らせ
　学校公開および第 20回美よう祭（文化祭）を以下の
ように開催いたします。児童生徒の学習の様子やその成
果をぜひご覧ください。
◆日時　○学校公開：11 月 27 日（水）午前９時 40
分～午後０時 30分　○第 20回美よう祭：11月 16日

（土）午前９時 45分公開　【雨天実施】
◆場所　茨城県立美浦特別支援学校　各教室および体育
館　※ご来場の際には、上履きを持参してください。
詳細は、茨城県立美浦特別支援学校ホームページ
（http://www.miho-sn.ibk.ed.jp/）をご覧ください。
◆問合せ先　美浦特別支援学校　☎ 029-885-4166

　河内町にお住いの概ね 60歳以上の方で、健康で働く意欲のある方ならどなたでも入会できます。
まわりのみんなと協力して、あなたの豊かな経験や能力を社会に役立ててみませんか。
◆入会にあたって　定められた会費を納入していただきます。（年額 2,000 円）
※センターの趣旨やしくみをご理解のうえ入会していただいておりますので、
詳細につきましてはお電話等にてご確認ください。　
◆問合せ先　河内町シルバー人材センター　河内町生板 9593　福祉センター内　　☎ 84-5455

河内町シルバー人材センターからのお知らせ
あなたの能力や経験を「シルバー人材センター」で活かしてみませんか


